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 本論の目的は、構造と主体の二元論を乗りこえる概念として、女性の「行為主体性 agency」

に照準することで、「家庭から労働市場への性別分業の拡大・再編」メカニズムを説明する

ことにある。 

 序章では、問題意識と問題設定について論じた。男性が市場の賃労働、女性が家庭の家

事労働を担う性別分業 gender division of labor は、長らく女性抑圧をめぐる主要なテーマで

ある。近年では、家事労働のなかでも、育児や介護といった「ケア労働 care-work」が焦点

化され、女性の負担の軽減と社会的な責任の分配が焦点化されるにいたっている。各国で

ケアの脱家族化がすすむ一方、社会化、市場化されたケアワークに女性が従事するという

かたちで性別分業の再編がすすんでいる。なぜ公私にわたって女性がケア労働を引きうけ

る性別分業が再生産されるのか。性別分業の再生産メカニズムを明らかにすることは、性

別分業の解消のための実践的課題を明確化するために、重要な課題だと考えられる。  

 性別分業をめぐる研究の状況をみると、これまで性別分業の再生産をめぐっては、家父

長制という構造決定論と、ジェンダー規範を内面化した「主体」による選択論（主体選択

論）という対立する理論が併存してきたが、この二元論の理論的乗りこえは十分におこな

われていない。一方近年のジェンダー研究では、性別分業を規定するものとして福祉国家

によるケアサービス資源等の「資源配分構造」に注目が集まっており、資源配分が行為者
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の行為に与える影響が明らかにされている。ただしこの研究潮流は、構造決定論と主体選

択論という理論的対立を乗りこえる視点を提示するものではない。 

 また構造決定論や主体選択論を乗り越える視点は、ポスト構造主義フェミニズムにおい

て「言説構造的制約のもとでの行為者の自由」をさす行為主体性 agency 概念が提示されて

いる。しかしこの概念は性別分業論には取り入れられておらず、また上述の資源配分構造

と女性の選択との関連を明確にするものではない。こうしたことから、本論では、行為主

体性を①支配的な言説に対する反省性、②反省性にもとづいてよりよい状況を求めること

と定義し、資源配分と言説という二つの構造のもとでの行為主体性に照準して性別分業の

再生産・変動過程を明らかにすることを試みた。 

 第１章では、構造的与件のもとでの行為者の行為を表す概念として「実践 practice」概念

を用いて性別分業の再生産を説明している江原由美子の「ジェンダー秩序」論の批判的検

討をとおして本論の課題をより明らかにすることを試みた。ブルデューの「ハビトゥス」

やギデンズの「規則」を「構造」として位置づける江原の再生産論は、構造を「言説」に

還元する「言説構造還元論」であり、また構造からの行為者の自由の可能性が担保されて

いない「構造決定論」にとどまっている。そこで本論では、こうした構造決定論を乗り越

え、資源配分構造と言説構造のもとでの行為主体性を前提とした性別分業再生産・変動過

程を説明するために、①研究者が発見する「パターン」ではなく、行為者の実践とのかか

わりから把握される歴史的な資源配分構造と言説構造を明らかにし、②それらの構造に対

する行為者の解釈実践にもとづく再生産実践、変動実践について明らかにすることを課題

とした。 

 第２章では、マルクス主義フェミニズムの物質構造決定論とその論争の検討をとおして、

資源配分構造と女性の行為主体性について明らかにすることを試みた。女性は物質的基盤

をもつ構造（家父長制）によって、ケア労働を強いられているとするマルクス主義フェミ

ニズムの構造決定論は、性別分業再生産における言説構造の役割と女性の能動性を否定す

るとして批判されてきた。本論ではこれらの論争をふまえ、労働市場における男女賃金格

差という資源配分構造のもとにある女性が「女性の居場所＝家庭」という言説を受容し、

性別分業を再生産することは労働市場に残るよりもよりよい選択となるという点で、再生

産実践に女性の行為主体性を見出すことができることを指摘した。一方で、以上の再生産

実践の説明は、性別分業の変動の可能性を明らかにするものではない。よって次章以降で

は、性別分業をめぐる言説に対する女性の批判的解釈実践と変動実践について照準した。 

 第３章では、女性はケアの価値を内面化した主体であり、性別分業は女性主体の自発的

選択の結果であるとする価値内面化モデルに対する批判的検討をとおして、性別分業に対

する女性の批判的解釈実践について明らかにした。本章の考察によれば、幼少期の社会化
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過程で女性はケアの価値を内面化しており、この価値が成人期における女性の母親業の選

択を規定しているとするギリガンやチョドロウの価値内面化モデルは以下の点で適切では

ない。女性特有の「ケアの倫理」を実証したとするギリガンの被調査者の女性たちは、「女

性＝ケアする存在」という言説に対する批判的解釈実践もおこなっている。また女性はケ

ア労働の経験をとおしてケアの道徳的価値を内面化している、とするケア・エシックスの

議論も適切ではない。女性のケアの道徳的責任は、代替的ケア資源を獲得できないという

資源配分構造や、「ケア責任は女性にある」とする他者の言説実践によって構成されたもの

であり、それゆえ「ケア労働からやりがいを得られない」、「負担が大きい」という経験は、

女性が性別分業を批判的に問い直す契機となると考えられる。 

 第４章では、性別分業に対する女性の批判的解釈実践にもとづいた交渉実践による変動

の可能性について、家庭内の育児や介護の分担の交渉をめぐる研究をもとに検討した。家

庭内のケア分担をめぐる研究では、労働市場における女性の経済資源の獲得が家庭の交渉

力をあげることが実証されている。しかしこのことは、家庭の男女の交渉力は経済資源の

所有に規定されているという経済決定論を意味しない。男性がケアにかかわることを評価

する言説や、男性に義務づけられた育児休業制度が整備されることは、「男性もケアに参加

せよ」という女性の交渉力を高める。このような女性からの交渉実践は、ケア責任しない

行為者を前提にした労働市場の価値を男性が相対化する契機となり、性別分業を解体して

いくものとなる。  

 以上第２章から第４章までは、家庭の性別分業における女性の再生産実践、変動実践に

ついて考察してきたが、第５章では、ここまでの枠組みを用いて労働市場のケアワークに

おける再生産・変動実践について照準した。 

 第５章では、まず「男性稼ぎ手・女性被扶養」という家庭の資源配分構造や、「ケア＝女

性の仕事」という言説構造のもとでは、女性の行為主体性を介して労働市場においても性

別分業を再生産されていることを指摘したうえで、介護保険制度以後の介護労働市場を対

象に、ケアワーカーの交渉実践と変動について、二つの聞き取り調査のデータを用いて考

察した。既婚女性の働くワーカーズ・コレクティブでは、上部の組織に対する交渉実践を

とおして、自律的な労働の場と権限と責任の獲得がおこなわれており、また女性がケア能

力以外のマネジメント能力を獲得することで、女性の労働市場における位置を変更させて

いる。また介護保険制度以後に参入した若年男性ヘルパーは、ヘルパー職の職業としての

確立を目指すなかで、家事サービスに積極的に取り組み「家事＝女性の仕事」という言説

を変化させている。ただし、ワーカーズ・コレクティブの交渉実践は、介護労働市場の家

計補助的な賃金構造を変えるものではなく、また男性ヘルパーの交渉実践は、男性がマネ

ジメント職につく性別分離を再生産している。こうしたことから、介護の社会化は、家庭
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の性別分業を「拡大再生産」しているのではなく、性別分業を「再編」しているといえる。 

 第６章では、以上の検討をふりかえり、資源配分構造と言説の構造のもとでの女性の行

為主体性による性別分業の再生産・変動メカニズムについてまとめ、性別分業がなぜ性支

配的なのか、結果の不平等と、再生産過程における男女の交渉力の格差という点から明ら

かにした。最後に、今後の課題として、女性間の格差や多様性を踏まえた性別分業論の展

開が求められていることを指摘した。 

 


